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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体腔内において超音波振動子を移動させ、当該超音波振動子の移動に伴って時
系列的な複数の断層像を生成する超音波診断装置において、
　前記断層像を取得した際の前記超音波振動子の三次元的な位置および方向情報を検出す
る位置方向情報検出手段と、
　前記位置方向情報検出手段により得られた複数の断層像に係る位置および方向情報に基
づいて、前記超音波振動子の移動の経路に沿った前記各断層像に係る断面の相対的な位置
関係を示す補助像を作成する補助像作成手段と、
　を備え、
　前記補助像作成手段は、前記断層像の位置及び方向を表現する複数の板状の超音波画像
マーカを含み、さらに、当該板状の超音波画像マーカの全てに超音波画像の特定の方向を
表す方向マーカを重畳して表示することで前記補助像を作成することを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項２】
　前記補助像と当該補助像に対応する断層像とを対比可能に表示させる表示制御手段を備
えたことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、被検体の体腔内を移動する超音波振動子を用いて体内の断層像を生成する超音
波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、超音波プローブからの超音波を被検体の体外から送受信して断層像を生成する
いわゆる体外式の超音波診断装置においては、例えば、特開平９－１９２１２８号公報、
特開平１１－４７１３３号公報、或いは特開２００１－１７４３３号公報に開示されてい
るように、超音波プローブやその走査平面（従って超音波断層像の位置や方向）の観察部
位に対する位置関係を、磁場を用いた位置方向検出部で検出してモニタ上に表示する技術
が数多く提案されている。この種の超音波診断装置では、断層像のモニタ表示に際し、予
め装置が用意した被検体を表現するボディーマークと呼ばれる人形状の画像上にプローブ
マークと呼ばれる超音波プローブを表す図を重畳して表現している。このように構成、作
用することで、術者は、検査時や検査後の画像を用いた診断時等に、その断層像が被検体
のどの部位をどのように観察したものであるかを容易に認識することができる。
【０００３】
【特許文献１】
特開平９－１９２１２８号公報
【０００４】
【特許文献２】
特開平１１－４７１３３号公報
【０００５】
【特許文献３】
特開２００１－１７４３３号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述のような体外式の超音波診断装置とは異なり、体腔内から超音波を送受信
するいわゆる体腔内超音波診断装置では、挿入した超音波プローブ（超音波内視鏡を含む
）がどの方向に超音波振動子を向けているかを術者等が外見から判断することが困難であ
る。
【０００７】
こうした体腔内超音波診断装置では、通常、術者は超音波プローブとして超音波振動子と
ＣＣＤカメラとを超音波内視鏡先端に設けた超音波内視鏡を用い、ＣＣＤカメラからの光
学像を観察しながら超音波内視鏡先端を腫瘍等の関心領域近傍まで挿入する。次に、超音
波画像上に映し出される臓器の位置によって、術者は、超音波振動子で得られた超音波画
像の位置と方向とを、自己の解剖学的知識等に基づいて判断する。次に、術者は超音波内
視鏡の先端を動かすことで関心領域を超音波画像上に映し出している。しかし、この方法
ではそもそも超音波内視鏡で得られる超音波画像と解剖学との関係についてのかなりの知
識と、超音波内視鏡操作および超音波内視鏡で得られた超音波画像の読影経験が無いと関
心領域をうまく描出することが難しいという問題があった。すなわち、体腔内管腔から超
音波を送受信するいわゆる体腔内式の超音波診断においては、体外式の超音波診断の分野
とは異なり、食道、胃、大腸等の湾曲が激しい管腔内の状況を考慮しながら位置や方向等
の特定を行う必要があるため、関心領域の描出が困難であり、術者にはこれらの知識や経
験が非常に求められる。
【０００８】
特に、膵臓、胆嚢など深部臓器にできた腫瘍等関心領域を、胃や十二指腸に挿入した超音
波内視鏡により観察することが周知であるが、これらの臓器は胃や十二指腸と違ってＣＣ
Ｄカメラから直接見えないため、関心領域の描出には大変高度な解剖学の知識と超音波内
視鏡の熟練が必要であり、超音波内視鏡検査法の深部臓器診断への普及を妨げる最大の要
因となっている。
【０００９】
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このように、検査中や、検査後の写真を用いて診断する際に被検体のどの部位をどのよう
に観察しているかをわかりやすく表示させる必要性は体腔内超音波診断装置の方が体外式
超音波診断装置よりもはるかに大きい。しかし、従来技術として述べた特開平９－１９２
１２８号公報、特開平１１－４７１３３号公報、特開２００１－１７４３３号公報記載の
超音波診断装置では予め装置が用意した被検体を表現するボディーマークと呼ばれる人形
状の画像上にプローブマークと呼ばれる超音波プローブを表す図を重畳して表現するだけ
の構成であるため、現在画面に表示されている超音波画像がどの部位で走査されている超
音波画像なのか、または記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのか
がわかりにくいという課題があった。どの部位で記録された超音波画像なのかわかりにく
いという課題は検査後にレビューをする際に術者がいないとどこの超音波画像かわからな
いという問題を引き起こしていた。
【００１０】
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、体腔内に挿入した超音波振動子を用いて生成
された現在の超音波画像や記録後の超音波画像がどの部位の走査によって得られたもので
あるかを術者等に容易に認識させることができる超音波診断装置を提供することを目的と
する。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために本発明の第１の超音波診断装置は、被検体の体腔内において
超音波振動子を移動させ、当該超音波振動子の移動に伴って時系列的な複数の断層像を生
成する超音波診断装置において、前記断層像を取得した際の前記超音波振動子の三次元的
な位置および方向情報を検出する位置方向情報検出手段と、前記位置方向情報検出手段に
より得られた複数の断層像に係る位置および方向情報に基づいて、前記超音波振動子の移
動の経路に沿った前記各断層像に係る断面の相対的な位置関係を示す補助像を作成する補
助像作成手段と、を備え、前記補助像作成手段は、前記断層像の位置及び方向を表現する
複数の板状の超音波画像マーカを含み、さらに、当該板状の超音波画像マーカの全てに超
音波画像の特定の方向を表す方向マーカを重畳して表示することで前記補助像を作成する
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の第２の超音波診断装置は、上記第１の超音波診断装置において、前記補
助像と当該補助像に対応する断層像とを対比可能に表示させる表示制御手段を備えたこと
を特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１乃至図１３は本発明の第１の
実施の形態に係わり、図１は超音波診断装置の概略構成図、図２は内視鏡挿入部の挿入側
先端の拡大断面図、図３は超音波診断装置を被検体に使用する際の外観図、図４は位置方
向データを説明するためのデータの概念図、図５は超音波ガイド像を示す説明図、図６乃
至図１１はモニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示す説明
図、図１２，１３はガイド像の変形例を示す説明図である。
【００１５】
図１において、符号１は超音波診断装置を示し、この超音波診断装置１は、超音波内視鏡
２と、光学画像処理部３と、磁気センサユニット４と、位置方向検出部５と、超音波画像
処理部６と、表示手段としてのモニタ７とを有して構成されている。なお、本実施の形態
において、図１に示す各信号線のうち、細破線は光学像に関わる信号／データ、太線（実
線）は超音波画像（断層像）に関わる信号／データ、長破線は超音波画像の位置／方向に
関わる信号／データ、２点鎖線は表示画面に関わる信号／データ、細線（実線）はその他
の信号／データの流れをそれぞれ示す。
【００１６】
超音波内視鏡２は、可撓性を有して構成され被検体１００の体腔内に挿入される内視鏡挿



(4) JP 4276825 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

入部１０と、この内視鏡挿入部１０の基部に連設する内視鏡操作部１１とを有して構成さ
れている。
【００１７】
図２に示すように、内視鏡挿入部１０の先端側には硬性フレーム１２が連結され、この硬
性フレーム１２の先端に、超音波透過性の良好な硬質ポリエチレンやポリメチルペンテン
等の材質からなる先端キャップ１５が冠設されている。先端キャップ１５の内部には、硬
性フレーム１２に回転自在に軸支された超音波振動子１６が配設されているとともに、流
動パラフィンや脱気水等の超音波伝達媒体１７が充填されている。
【００１８】
また、超音波振動子１６には可撓性を有する材料で構成されたフレキシブルシャフト１８
の先端側が連結され、このフレキシブルシャフト１８の基端側が、内視鏡挿入部１０内を
貫通して内視鏡操作部１１側に導かれ（図示せず）、当該内視鏡操作部１１内に配設され
たモータ３３に連結されている。そして、これにより、超音波振動子１６（フレキシブル
シャフト１８）は、例えば、図２に示す矢印方向（すなわち、時計回り方向）に回転する
。また、フレキシブルシャフト１８内には図示しない信号線が配線されており、超音波振
動子１６は、この信号線を介して内視鏡操作部１１経由で超音波画像処理部６内の超音波
信号処理回路４０（後述する）へとエコー信号を出力する。
【００１９】
また、内視鏡挿入部１０の先端側において、硬性フレーム１２内には、空間内に磁場を張
るソレノイドコイルからなる一対の磁気ソース２１，２２が設けられており、これらが、
信号線２３，２４を介して内視鏡操作部１１経由で位置方向検出部５内のコイル駆動回路
３７（後述する）に接続されている。これらの磁気ソースのうち、一方の磁気ソース２１
のコイルを構成する巻軸は図２中に示す「１２時方向」に沿って設定されており、他方の
磁気ソース２２のコイルを構成する巻軸は図２中に示す「法線方向」に沿って設定されて
いる。ここで、本実施の形態において、法線方向とは、内視鏡挿入部１０の挿入軸方向を
示し、１２時方向とは、法線方向に直交する一の軸方向を示す。また、法線方向は、超音
波振動子１６が被検体１００の体腔内をラジアル走査して得られる超音波画像の法線方向
と一致するものである。また、磁気ソース２２の巻軸は、法線方向に直交する方向のうち
、超音波画像の１２時方向に一致するよう設定されている。なお、超音波振動子１６のラ
ジアル走査については後述する。
【００２０】
さらに、内視鏡挿入部１０の先端側において、硬性フレーム１２には、光学像を撮像する
ためのＣＣＤカメラ２５が配設されているとともに、ＣＣＤカメラ２５での撮像に必要な
光を体腔内に照射するための撮像光照射窓２６がＣＣＤカメラ２５に近接して配設されて
いる。ＣＣＤカメラ２５は、内視鏡挿入部１０内に配線された信号線（図示せず）を介し
て内視鏡操作部１１経由で光学画像処理部３に接続されている。そして、ＣＣＤカメラ２
５から光学画像処理部３に撮像信号が出力されると、光学画像処理部３は、この撮像信号
を基に体腔内の光学画像を作成する。また、撮像光照射窓２６には、光ファイバー等の導
光路（図示せず）の先端部が臨まされており、この導光路の基部が内視鏡挿入部１０及び
内視鏡操作部１１内を経由して光源装置（図示せず）に連設されることにより、撮像光照
射窓２６に撮像光が導かれるようになっている。
【００２１】
図１に示すように、内視鏡操作部１１は、フレキシブルシャフト１８を介して超音波振動
子１６を回転駆動するモータ３３と、このモータ３３の回転角度を検出するロータリエン
コーダ３４とを内部に有して構成されている。ロータリエンコーダ３４は、剛性を有する
シャフトを介してモータ３３の回転軸と連結されており、これにより、超音波振動子１６
の１２時方向を基準とする基準位置からの回転角度を検出し、回転角度信号として超音波
画像処理部６内の超音波信号処理回路４０へと出力する。
【００２２】
磁気センサユニット４は、磁場を感知するためのソレノイドコイルである磁気センサ３５
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を複数有して構成されている。これら磁気センサ３５は、内視鏡挿入部１０の先端側に設
けられた磁気ソース２１，２２からの磁場をそれぞれ設定された所定位置で所定方向から
感知するよう、その位置と方向が規定された状態で磁気センサユニット４の筐体内に配設
されている。
【００２３】
位置方向検出部５は、磁気センサユニット４及び磁気ソース２１，２２とともに位置情報
検出手段としての機能を実現するもので、磁気ソース２１，２２への駆動信号を生成して
出力するコイル駆動回路３７と、磁気センサユニット４に配設された各磁気センサ３５か
らの受信信号を基に各磁気ソース２１，２２の位置ベクトルと巻軸の方向を示す方向ベク
トルとをそれぞれ算出する位置方向算出回路３８とを有して構成されている。そして、位
置方向算出回路３８で算出された各位置ベクトル及び方向ベクトルは、位置方向データ（
位置情報）として、超音波画像処理部６のガイド像作成回路４１及び画像混合回路４２へ
と出力されるようになっている。
【００２４】
超音波画像処理部６は、超音波振動子からのエコー信号に包絡線検波、対数増幅、Ａ／Ｄ
変換、及びデジタルスキャンコンバート（後述）等の公知の信号処理を施して超音波画像
を作成する超音波信号処理回路４０と、位置方向算出回路３８からの位置方向データを基
に内視鏡挿入部１０の先端の軌跡と超音波画像の位置方向との関係を表す補助像としての
超音波ガイド像（以下、単にガイド像ともいう）を作成する補助像作成手段としてのガイ
ド像作成回路４１と、超音波画像やガイド像及び光学画像処理部３からの光学像を互いに
対比可能とすべく、これらを同時に或いは選択的に組み合わせて（混合して）所定に表示
するための表示画像データを作成する表示制御手段としての画像混合回路４２と、画像混
合回路４２で作成された画像データをアナログのビデオ信号に変換する表示回路４３と、
画像混合回路４２で作成された表示画像、超音波画像、ガイド像、及び光学像等の各種画
像データを位置方向データと互いに関連づけて記憶するハードディスク（以下、ＨＤＤと
称す）４４と、マウス４６やキーボード４７及びキーボード４７上に設けられたトラック
ボール４８等の入力手段からの入力信号に基づいてガイド像作成回路４１をはじめとする
超音波画像処理部６内の各部を統括的に制御する制御回路４５とを有して構成されている
。
【００２５】
ここで、図３に示すように、本実施の形態において、モニタ７、超音波画像処理部６、光
学画像処理部３、及び位置方向検出部５は、それぞれ別個の筐体を持ったユニットとして
構成され、これらがトロリー５０によって一体的に保持されている。また、被検体１００
が仰臥もしくは側臥するベッド５１上には、直方体の筐体で構成された磁気センサユニッ
ト４が固定されている。この場合、磁気センサユニット４が被検体１００の関心領域に可
能な限り近接するよう固定されることにより、磁気ソース２１，２２を設けた内視鏡挿入
部１０の先端と磁気センサ４との距離が小さくなるよう設定されている。これにより、Ｓ
／Ｎ比が高められ、磁気センサユニット４によって精度よく磁場を感知できるようになっ
ている。術者は手を使って図３の矢印で示す方向に内視鏡挿入部１０の先端を進退させた
り挿入方向を中心に回転（即ちねじり）させて検査を行う。
【００２６】
次に、このように構成された本実施の形態の作用について説明する。
まず、光学像に関わる信号／データの流れについて説明する。
内視鏡挿入部１０の先端に取り付けられたＣＣＤカメラ２５で得られた撮像信号は、光学
画像処理部３により必要な信号処理、画像処理が施され、光学像として超音波画像処理部
６内の画像混合回路４２に出力される。
【００２７】
次に、超音波画像に関わる信号／データの流れについて説明する。
超音波振動子１６は、超音波画像処理部６内の超音波信号処理回路４０が発するパルス電
圧状の励起信号を受け取って媒体の疎密波である超音波のビームに変換する。超音波ビー
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ムは超音波伝達媒体１７と先端キャップ１５とを伝わって超音波内視鏡２の外部へと照射
され、被検体１００内からの反射エコーが超音波ビームとは逆の経路を辿って超音波振動
子１６へ戻る。超音波振動子１６は反射エコーを電気的なエコー信号に変換して励起信号
とは逆の経路で超音波信号処理回路４０へ伝達する。さらに、この作用を反復的に繰り返
す一方で、内視鏡操作部１１内のモータ３３が回転することによりフレキシブルシャフト
１８と超音波振動子１６がそれぞれ図２のブロック矢印の方向へ回転する。このため超音
波ビームが内視鏡挿入部１０に垂直な平面（以下、ラジアル走査平面）内で順次放射状に
照射され、いわゆるメカニカルラジアル走査が実現する（以下、単にラジアル走査とする
）。超音波信号処理回路４０は、超音波振動子１６からのエコー信号に包絡線検波・対数
増幅・Ａ／Ｄ変換・デジタルスキャンコンバータ（ラジアルスキャンで生成された極座標
系のデータを直交座標系の画像データに変換する処理）等の公知の処理を施して超音波画
像の画像データを作成する。なお、画像を作成する際には、ロータリエンコーダ３４から
の回転角度信号を用いて、超音波画像の１２時方向を定める。この超音波画像は画像混合
回路４２に出力される。
【００２８】
次に、超音波画像の位置／方向に関わる信号／データの流れについて説明する。
位置方向検出部５のコイル駆動回路３７で生成される駆動信号によって磁気ソース２１，
２２が駆動され、これら磁気ソース２１，２２からの磁場を磁気センサユニット４の各磁
気センサ３５が受信すると、磁気センサ３５からの受信信号は、位置方向算出回路３８に
より内視鏡挿入部１０の先端の位置方向データに変換され、超音波画像処理部６内のガイ
ド像作成回路４１に出力される。
【００２９】
ここで、位置方向算出回路３８が算出する位置方向データの内容は、図４の概念図に示す
ように、以下の通りである。
【００３０】
（１）超音波振動子１６の回転中心の位置べクトルｒ［＝（ｘ，ｙ，ｚ）］
なお、超音波振動子１６の回転中心と磁気ソース２１，２２とは内視鏡挿入部１０の先端
にあり、互いに近傍であって位置関係も硬性フレーム１２により固定されているので、ｒ
は２個の磁気ソース２１，２２うちの一方の磁気ソースに基づく位置ベクトルと同じとし
て良い。
【００３１】
（２）超音波画像の法線方向の方向ベクトルＶh［＝（Ｖhx，Ｖhy，Ｖhz）］
なお、方向ベクトルＶhは法線方向へ巻かれている磁気ソース２２の方向ベクトルと同じ
である。
【００３２】
（３）超音波画像の１２時方向の方向ベクトルＶ12［＝（Ｖ12x，Ｖ12y，Ｖ12z）］
なお、方向ベクトルＶ12は１２時方向へ巻かれている磁気ソース２１の方向ベクトルと同
じである。
【００３３】
ここで、各ベクトルの成分は［　］に上記したが、これらの成分は直方体の磁気センサユ
ニット４を基準として規定される座標系に対する成分に設定されている。実際にはこの成
分が位置方向データとして出力される。
【００３４】
また、図４からも明らかなように、超音波画像はベクトルＶhとベクトル（Ｖ12×Ｖh）（
×はベクトルの外積）の２本のベクトルで張られる平面（ラジアル走査平面）内にあるこ
とになる。
【００３５】
そして、ガイド像作成回路４１は、位置方向算出回路３８で得られた位置方向データから
後述するガイド像を作成し、このガイド像を画像混合回路４２に出力する。
【００３６】
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最後に、モニタ７での表示画面に関わる信号／データの流れについて説明する。
画像混合回路４２は、光学像、超音波画像、ガイド像を個別に表示するための画像データ
やこれらを互いに対比できるよう同一画面に並べた画像データを生成する。この画像デー
タは、表示回路４３によりアナログのビデオ信号に変換されモニタ７に出力される。さら
に、画像混合回路４２は、光学像、超音波画像、ガイド像、位置方向データを検査後の使
用の際にも供せられるよう、互いに同期をとり、関連づけてＨＤＤ４４にも出力する。
【００３７】
以下に、ガイド像作成回路４１による超音波ガイド像の作成方法の作用について詳細に説
明する。
まず、ガイド像作成回路４１は、超音波信号処理回路４０が超音波画像を作成する度に位
置方向算出回路３８から位置方向データを取り込む。超音波信号処理回路４０は、超音波
振動子１６がラジアル走査をするたびに超音波画像を作成するものであるから、ガイド像
作成回路４１には超音波画像と関連のある複数の位置方向データがセットとして順次取り
込まれることになる。
【００３８】
次に、ガイド像作成回路４１は、例えば、図５に示すような超音波ガイド像を作成する。
このガイド像は、磁気センサユニットマーカ６０と、磁気センサユニットマーカ６０に対
して相対表示される複数の超音波画像マーカ６１と、各超音波画像マーカ６１上に表示さ
れる１２時方向マーカ６２と、軌跡マーカ６３とを有して構成される。
【００３９】
磁気センサユニットマーカ６０は、磁気センサユニット４の向きを表現するために、磁気
センサユニット４と同様の形態でガイド像中に表現される直方体のマーカである。この場
合、磁気センサユニット４の各表面には所定の彩色が施されており、磁気センサユニット
マーカ６０の対応する各面にも同様の彩色が施されることによって、術者等が、実際の磁
気センサユニット４の向きと磁気センサユニットマーカ６０との対応を容易に認識できる
ようになっている。なお、図５の例では、磁気センサユニットマーカ６０の正面が黄色、
上面が青色、右側面が赤色に設定されている。
【００４０】
超音波画像マーカ６１（図示の例では超音波画像マーカ６１ａ～６１ｅ）は、各タイミン
グで得られた超音波画像のラジアル走査平面の位置と方向、すなわち各超音波画像の位置
と方向とを表現する長方形（もしくは正方形）をある平面に射影した板状のマーカである
。超音波画像マーカ６１は、前述の３つのベクトルｒ、Ｖh，Ｖ12の各成分から容易に作
成することができる。なお、図４では多数のラジアル走査平面が描かれているが、図５で
は説明の都合上、画像を間引いてある。
【００４１】
１２時方向マーカ６２（図示の例では６２ａ～６２ｅ）は、超音波画像マーカ６１上で超
音波画像の１２時方向を表現する三角形のマーカである。１２時方向マーカ６２は、前述
の３つのベクトルｒ、Ｖh、Ｖ12の各成分から容易に作成することができる。１２時方向
マーカ６２は１２時方向から画像中心を指し示す方向に頂点を持つ三角形である。
【００４２】
軌跡マーカ６３は、内視鏡挿入部１０の先端がたどった軌跡を表現する曲線状のマーカで
ある。軌跡マーカ６３は、前述のベクトルｒが示す点を時間を追って順次連結していくこ
とによって作成される。すなわち、前述のベクトルｒが示す点を時間順に追うとラジアル
走査の回転中心の移動の履歴が得られるため、ｒが示す点を時間を追って順次連結して、
ある平面に射影すれば軌跡マーカが得られる。なお、これらを連結する際には補間が必要
であるが、これは直線で補間しても、前後複数の位置べクトルを用いて曲線で補間しても
良い。
【００４３】
ガイド像作成回路４１は、術者が超音波振動子１６をラジアル走査をさせながら被検体１
００の深部へ挿入、もしくは挿入した後引くに従って、図５に符号６１ｅ、６１ｄ、６１



(8) JP 4276825 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

ｃ、６１ｂ、６１ａ、及び６２ｅ、６２ｄ、６２ｃ、６２ｂ、６２ａで順次示すように、
新しい超音波画像マーカ６１と１２時方向マーカ６２とを表示していくとともに、軌跡マ
ーカ６３を延長させていく。そして、ガイド像作成回路４１は、超音波画像マーカ６１、
１２時方向マーカ６２、軌跡マーカ６３を合成し、磁気センサユニットマーカ６０ととも
にガイド像を作成する。
【００４４】
以下に、ラジアル走査中の超音波ガイド像と超音波画像とをモニタ７上に同時に表示する
際の具体的な表示例及びその表示方法について説明する。
＜第１表示例＞
図６は、超音波振動子１６でのラジアル走査中の超音波画像と超音波ガイド像との表示例
を示す。この表示例では、図示のように、例えば、モニタ７の右側には最新の超音波画像
が表示され、左側にはガイド像が表示される。このような表示に際し、ガイド像作成回路
４１は、図示のように、表示中の超音波画像を示す超音波画像マーカ６１（図示の例では
超音波画像マーカ６１ｅ）に対し、他の超音波画像マーカ６１とは異なる色を彩色する。
このように最新の超音波画像マーカ６１に異なる色を彩色することにより、現在表示中の
最新の超音波画像と最新の超音波画像マーカ６１との対応付けがなされている。また、超
音波画像上には、最新の超音波画像マーカ６１上に設けられた１２時方向マーカ６２（図
示の例では１２時方向マーカ６２ｅ）に対応する１２時方向マーカ６５が設けられている
。なお、この１２時方向マーカ６５の形状はガイド像上の１２時方向マーカ６２と相似形
である。ところで、術者がラジアル走査をさせながら内視鏡挿入部１０の先端を進退させ
ることにより、最新の超音波画像マーカ６１、１２時方向マーカ６２、軌跡マーカ６３が
モニタ画面からはみ出てしまう可能性があるが、画像混合回路４２は、表示中の超音波画
像の超音波画像マーカ６１が画面からはみ出さないようこれらのマーカを自動的にスクロ
ールさせる。
【００４５】
このような表示例によれば、例えば、モニタ７上の右側に最新の超音波画像を表示させる
とともに左側にガイド像を表示させるよう画像混合回路４２等を構成し作用させることに
より、現在モニタ７上に表示されている超音波画像がどの部位で走査されている超音波画
像なのかを術者等に容易に認識させることができる。すなわち、例えば食道から胃を経由
して十二指腸を通るよう消化管に沿って内視鏡挿入部１０を挿入または抜去した場合、そ
の軌跡は解剖学的に消化管の形状とほぼ一致する。このことを利用して、術者は、ガイド
像から、内視鏡挿入部１０の先端が体腔内のどの部分にあるかを明確に判別することが出
来、どの部位で走査されている超音波画像なのかを容易に把握することができる。
【００４６】
また、超音波画像マーカ６１と超音波画像とに、それぞれの１２時方向を示す１２時方向
マーカ６２，６５を設けてこれらを対比できるよう作用させることにより、現在画面に表
示されている超音波画像がどの部位を、特にどの方向で走査されている超音波画像なのか
を、術者等により明確に把握させることができる。
【００４７】
また、現在表示中の超音波画像を示す超音波画像マーカ６１の色を他の超音波画像マーカ
６１とは区別するよう作用させることにより、現在画面に表示されている超音波画像がど
の部位で走査されている超音波画像なのかをより明確に把握させることができる。
【００４８】
さらに、ガイド像の各超音波画像マーカ６１によって、現在までに得られた超音波画像の
履歴を一見して把握することができるため、術者が被検体１００の超音波画像をどの辺り
でどの程度の枚数（密度）撮像したかを容易に把握することができ、画像取得の取りこぼ
しを生じにくいという効果を奏することもできる。
【００４９】
＜第２表示例＞
図７は、超音波振動子１６でのラジアル走査中の超音波画像と超音波ガイド像との表示例
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を示す。この表示例では、図示のように、例えば、モニタ７の上側には最新の超音波画像
が表示され、下側の左右には異なる方向からのガイド像が表示される。なお、下側右のガ
イド像は、下側左と直交する別な方向から見たときのガイド像である。このように作用す
ることで、モニタ７の管面が２次元であっても検査中にわかりやすく表現することができ
る。
【００５０】
このような表示例によれば、ガイド像作成回路と画像混合回路とを表示するに際し、例え
ば、モニタ７の上側に最新の超音波画像を表示するとともに、下側の左右に向きの異なる
ガイド像を表示させるよう構成・作用することにより、現在画面に表示されている超音波
画像がどの部位で走査されている超音波画像なのかを、術者等により一層容易に把握させ
ることができる。
【００５１】
＜第３表示例＞
図８は、超音波振動子１６でのラジアル走査後の超音波画像と超音波ガイド像との表示例
を示す。この表示例では、図示のように、例えば、モニタ７上の右側にＨＤＤ４４から読
み出した超音波画像が表示され、左側に超音波画像に対応するガイド像が表示される。こ
の場合、術者はラジアル走査中に記録した超音波画像をマウス４６やキーボード４７で指
定してモニタ７上に読み出すことができる。
【００５２】
このような表示例は、次の作用で達成される。
まず、ＨＤＤ４４に記録された超音波画像の中から術者によって所定の超音波画像が指定
されると、画像混合回路４２は、指定された超音波画像に加え、走査の際に記録されたこ
の超音波画像を含む一連の超音波画像の位置方向データを経時の順もしくは逆順に読み出
し、読み出した位置方向データをガイド像作成回路４１に出力する。ガイド像作成回路４
１は、位置方向データを基にガイド像を作成し、再び画像混合回路４２へ出力する。この
ようにして、ガイド像が図８のように超音波画像と同一画面上に表示される。
【００５３】
次に、術者の操作に合わせてガイド像が変化していく作用を説明する。
術者が画面を見ながら、キーボード４７上の矢印キー（図示せず）やマウス４６やトラッ
クボール４８を操作すると、画像混合回路４２はラジアル走査の際に記録された超音波画
像を経時の順もしくは逆順に読み出し、画面右側の超音波画像を順次更新していく。この
とき、ガイド像作成回路４１は、画面右側に表示中の超音波画像に対応した超音波画像マ
ーカ６１（図示の例では超音波画像マーカ６１ｄ）が、他の超音波画像マーカ６１と色が
区別されるようガイド像を作成し直し、画像混合回路４２へ出力する。従って、術者は、
画面右側の超音波画像が順次更新されたことを認識でき、画面左側では色の区別された超
音波画像マーカが隣接する超音波画像マーカの位置へ順次連動していることを認知するこ
とができる。
【００５４】
このような表示例によれば、上述の第１表示例で得られる効果に加え、モニタ７上の画像
右側にＨＤＤ４４から読み出した超音波画像を表示するとともに、左側にこれにリンクす
るガイド像を表示させるよう作用させることにより、記録された超音波画像がどの部位で
記録された超音波画像なのかを術者等に容易に認識させることができる。
【００５５】
また、表示中の超音波画像を示す超音波画像マーカ６１の色を他の超音波画像マーカとは
区別して表示することにより、記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像
なのかを術者等に一層容易に把握させることができる。
【００５６】
また、画面右側の超音波画像が順次更新された際に、画面左側では色の区別された超音波
画像マーカ６１が隣接する超音波画像マーカの位置へ順次連動して移動するよう表示させ
ることにより、記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのかを一層容
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易に把握させることができる。さらには、内視鏡挿入部１０の移動の軌跡に沿って、周囲
臓器や脈管がどのように繋がっているのかも容易に認識させることができる。
【００５７】
＜第４表示例＞
図９は、超音波振動子１６でのラジアル走査後の超音波画像と超音波ガイド像との表示例
を示す。この表示例では、図示のように、例えば、モニタ７の右側には超音波画像が表示
され、左側にはガイド像が表示される。その際、術者はラジアル走査中に記録した超音波
画像をマウス４６やキーボード４７で指定して画面に読み出し、さらにその表示を下半円
や上半円にして通常の表示範囲外の部分が表示できるよう表示範囲を変更することができ
る。なお、図９では読み出した超音波画像の下半円を表示した場合について示している。
【００５８】
このような表示例は、次の作用で達成される。なお、以下に説明する作用はラジアル走査
中に行われても差し支えない。
【００５９】
まず、ＨＤＤ４４に記録された超音波画像の中から術者によって指定された超音波画像が
指定されると、画像混合回路４２は、指定された超音波画像に加え、走査の際に記録され
たこの超音波画像を含む一連の超音波画像の位置方向データを経時の順もしくは逆順に読
み出し、読み出した位置方向データをガイド像作成回路４１に出力する。ガイド像作成回
路４１は、位置方向データを基にガイド像を作成し、再び画像混合回路４２へ出力する。
このようにして、ガイド像が第３表示例と同様に超音波画像と同一画面上に表示される。
【００６０】
次に、例えば、現在表示中の超音波画像の下半円の範囲が術者によって指定されると、画
像混合回路４２は、術者が指定した範囲の超音波画像をＨＤＤ４４から再度読み出し、読
み出した範囲の超音波画像（下半円の超音波画像）を画面右側に拡大表示するよう超音波
画像を更新する。
【００６１】
次に、術者の操作に合わせてガイド像が変化する作用を説明する。
画像混合回路４２が上述のように画面右側の超音波画像を更新するとき、ガイド像作成回
路４１は、画面右側に表示中の超音波画像に対応した超音波画像マーカ６１（図示の例で
は超音波画像マーカ６１ｄ）のうち、超音波画像の表示範囲（すなわち下半分）に対応す
る部分のみの色が他の超音波画像マーカの色と区別されるようガイド像を作成し、画像混
合回路４２へ出力する。従って、術者は、対応する超音波画像マーカ６１の色表示によっ
て、画面右側の超音波画像の表示範囲が下半円に変更されていることを認識できる。
【００６２】
このような表示例によれば、上述の第３表示例と同様の効果に加え、超音波画像の表示範
囲を任意に変更して拡大表示等を行うことによって、関心領域の重点的な観察を容易に実
現することができる。その際、本表示例のように、拡大表示した超音波画像に対応して超
音波画像マーカ６１上の対応する領域を色分け表示することにより、どの部分が拡大表示
されているかを術者等に容易に確認させることができる。また、表示されている部分と内
視鏡挿入部１０の先端がたどった軌跡との位置関係がわかりやすい。
【００６３】
＜第５表示例＞
図１０は、超音波振動子１６でのラジアル走査後の超音波画像と超音波ガイド像との表示
例を示す。この表示例では、図示のように、例えば、モニタ７の右側には超音波画像が表
示され、左側にはガイド像が表示される。その際、術者はラジアル走査中に記録した超音
波画像をマウス４６やキーボード４７で指定して画面に読み出し、さらにその方向をマウ
ス４６やトラックボール４８やキーボード４７を用い、ラジアル走査の際の超音波振動子
１６の回転中心を中心にして、超音波画像を回転することができる。なお、図１０では読
み出した超音波画像を時計回り（図１０の矢印の方向）に回転する場合について示してい
る。
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【００６４】
このような表示例は、次の作用で達成される。なお、以下、説明する作用はラジアル走査
中に行われても差し支えない。
【００６５】
まず、ＨＤＤ４４に記録された超音波画像の中から術者によって所定の超音波画像が指定
されると、画像混合回路４２は、指定された超音波画像に加え、走査の際に記録されたこ
の超音波画像を含む一連の超音波画像の位置方向データを経時の順もしくは逆順に読み出
し、読み出した位置方向データをガイド像作成回路４１に出力する。ガイド像作成回路４
１は、位置方向データを基にガイド像を作成し、再び画像混合回路４２へ出力する。この
ようにして、ガイド像が第３表示例と同様に超音波画像と同一画面上に表示される。
【００６６】
次に、画像混合回路４２は、術者によるマウス４６やトラックボール４８の操作に応じて
、超音波画像を回転させる。
【００６７】
次に、術者の操作に合わせてガイド像が変化していく作用を説明する。
画像混合回路４２が画面右側の超音波画像を回転するとき、ガイド像作成回路４１は、画
面右側に表示中の超音波画像に対応した超音波画像マーカ６１（図示の例では超音波画像
マーカ６１ｄ）の方向を１２時方向マーカ６２も含めて、回転させる。そして回転中のガ
イド像を逐次作成し、画像混合回路４２へ出力する。従って、術者は、画面右側の超音波
画像が回転された際に、この超音波画像の回転状況等を超音波画像マーカ６１の回転表示
によって認識することができる。
【００６８】
このような表示例によれば、上述の第３表示例と同様の効果に加え、超音波画像を任意の
回転位置で表示させることにより、関心領域の重点的な観察を容易に実現することができ
る。その際、本表示例のように、ガイド像中の対応する超音波画像マーカ６１を超音波画
像に連動させて回転させることにより、回転させた超音波画像がどの部位で記録された超
音波画像なのかを術者等に容易に認知させることができる。また、回転後の超音波画像の
向きと内視鏡挿入部１０のたどった軌跡との位置関係がわかりやすい。
【００６９】
＜第６表示例＞
図１１は、超音波振動子１６でのラジアル走査後の超音波画像と超音波ガイド像との表示
例を示す。この表示例では、図示のように、例えば、モニタ７の右側には超音波画像が表
示され、左側にはガイド像が表示される。その際、術者は、画面左側のガイド像の磁気セ
ンサユニットマーカ６０をマウス４６やトラックボール４８やキーボード４７を用いて回
転させることができる。さらに、その際には、各超音波画像マーカ６１、各１２時方向マ
ーカ６２、及び軌跡マーカ６３も磁気センサユニットマーカ６０の回転に連動して回転す
る。
【００７０】
このような表示例は、次の作用で達成される。なお、以下、説明する作用はラジアル走査
中に行われても差し支えない。
【００７１】
まず、ＨＤＤ４４に記録された超音波画像の中から術者によって所定の超音波画像が指定
されると、画像混合回路４２は、指定された超音波画像に加え、走査の際に記録されたこ
の超音波画像を含む一連の超音波画像の位置方向データを経時の順もしくは逆順に読み出
し、読み出した位置方向データをガイド像作成回路４１に出力する。ガイド像作成回路４
１は、位置方向データを基にガイド像を作成し、再び画像混合回路４２へ出力する。この
ようにして、ガイド像が第３表示例と同様に超音波画像と同一画面上に表示される。
【００７２】
次に、術者によるマウス４６、トラックボール４８、或いはキーボード４７操作によって
、モニタ７上に表示された磁気センサユニットマーカ６０を回転させるための回転の軸と
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角度とが入力されると、ガイド像作成回路４１は、この角度に合わせて磁気センサユニッ
トマーカ６０を回転させるとともに、各超音波画像マーカ６１、各１２時方向マーカ６２
、及び軌跡マーカ６３をこれに連動して回転させたガイド像を逐次作成し、画像混合回路
４２へ出力する。これにより、モニタ７上の画面左側には、ガイド像の磁気センサユニッ
トマーカ６０とともに、各超音波画像マーカ６１、各１２時方向マーカ６２、及び軌跡マ
ーカ６３の回転されたガイド像が表示される。
【００７３】
このような表示例によれば、上述の第３表示例と同様の効果に加え、ガイド像を回転表示
させることにより、記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのかにつ
いて種々の角度からの見方で観察することができる。従って、例えば、ある方向からの表
示において超音波画像マーカ６１同士が重なってしまった場合等にも、所望の情報の視認
性を向上することができる。
【００７４】
＜第７表示例＞
図１２は、超音波振動子１６でのラジアル走査後の表示例を示す。なお、図１２ではガイ
ド像のみ示し、超音波画像についての説明は第３表示例と同様なので省略する。この表示
例は、特に、超音波画像マーカ６１が密に配列された際の表示例に関するものである。す
なわち、超音波画像マーカ６１の枚数が多いときには、軌跡マーカが隠れてしまう可能性
があるため、ガイド像作成回路４１の作用によって、ガイド像上の軌跡マーカが省略して
表示される。なお、このようなガイド像表示は、ラジアル走査中に行われてもよい。この
ような表示例においても、上述の第３表示例と同様の効果を得ることができる。
【００７５】
＜第８表示例＞
図１３は、超音波振動子１６でのラジアル走査後の表示例を示す。なお、図１３ではガイ
ド像のみ示し、超音波画像についての説明は第３表示例と同様なので省略する。この表示
例は、特に、超音波画像マーカ６１が密に配列された際の表示例に関するものである。す
なわち、本表示例は、超音波画像マーカ６１の枚数が多い場合に、現在表示中の超音波画
像に対応する超音波画像マーカ６１が他の超音波画像マーカによって隠れてしまうことに
対応する表示例であり、ガイド像作成回路４１の作用によって実現する。具体的には、ガ
イド像作成回路４１は、図１３のように、表示中の超音波画像に対応する超音波画像マー
カ６１以外の超音波画像マーカを小円をある平面に射影した楕円状の超音波画像マーカ６
６で表現したガイド像を作成する。この場合、超音波画像マーカ６６を構成する各小円は
、表示中の超音波画像に対応する超音波画像マーカ６１の縦横寸法よりも小さい半径の円
に基づいて設定される。なお、このようなガイド像表示は、ラジアル走査中に行われても
よい。
【００７６】
このような表示例によれば、上述の第３表示例と同様の効果に加え、現在表示中の超音波
画像に対応する超音波画像マーカ６１の視認性を向上することができるという効果を奏す
る。
【００７７】
次に、図１４，１５は本発明の第２の実施の形態に係わり、図１４は超音波診断装置の概
略構成図、図１５はガイド像の一例を示す説明図である。なお、本実施の形態においては
、上述の第１の実施の形態と異なる点についてのみ説明を行い、その他同様の点について
は説明を省略する。
【００７８】
図１４に示すように、被検体１００上には、内視鏡挿入部１０に設けられた磁気ソース２
１，２２と同様に、異なる方向に巻かれたソレノイドコイルからなる複数の磁気ソース７
０が設けられている。そして、コイル駆動回路３７は、図示しない信号線を介して、これ
ら各磁気ソース７０に駆動信号を入力するようになっている。ここで、各磁気ソース７０
は、被検体１００に巻装されるベルト７１に固定されており、これにより、各磁気ソース
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７０の位置が被検体１００の腹部に所定位置で固定される。
【００７９】
次に、このような構成による作用について説明する。
本実施の形態では、内視鏡挿入部１０の先端に設けられた磁気ソース２１，２２の位置方
向データを算出する際にｒ、Ｖh、Ｖ12の各ベクトルの成分を直方体の磁気センサユニッ
トで固定される座標系に対する成分として算出していた上述の第１の実施の形態の作用に
代えて、位置方向算出回路３８は、被検体１００に固定された各磁気ソース７０について
の各ベクトルを求めた上で、上述のベクトルｒ、Ｖh、Ｖ12の各成分を、被検体１００の
磁気ソース７０で規定される座標系の成分として算出する。
【００８０】
これにより、ガイド像作成回路４１は、図１５に示すように、被検体１００の向きを基準
にして補助像（ガイド像）を作成する。従って、本実施の形態における補助像は、磁気セ
ンサユニットマーカ６０に代えて、被検体１００の向きを表す人形状の被検体マーカ７５
を含んで構成される。その他の作用は、上述の第１の実施形態と同様である。なお、図１
５は、上述の第１の実施の形態で説明した＜第８表示例＞に相当する表示例について説明
するものであるが、上述の第１の実施の形態で説明した他の表示例に対応させて補助像を
作成してもよいことは勿論である。
【００８１】
このような実施の形態によれば、上述の第１の実施の形態で得られる効果に加え、位置方
向算出回路３８が、ｒ、Ｖh、Ｖ12の各ベクトルの成分を被検体１００の磁気ソース７０
で固定される座標系に対する成分として出力し、ガイド像作成回路４１が、被検体１００
の向きを基準にして補助像を作成するよう構成・作用したため、現在画面に表示されてい
る超音波画像がどの部位で走査されている超音波画像なのか、または記録された超音波画
像がどの部位で記録された超音波画像なのかが、被検体１００の向きと対比しやすくわか
りやすい。被検体１００が検査中に動く場合には、特にわかりやすく有用であるという効
果を奏することができる。
【００８２】
次に、図１６は本発明の第３の実施の形態に係わり、図１６は超音波プローブの概略構成
図である。なお、本実施の形態においては、上述の第１の実施の形態と異なる点について
のみ説明を行い、その他同様の点については説明を省略する。
【００８３】
本実施の形態は、内視鏡挿入部１０に超音波振動子１６を一体的に配設することでラジア
ル走査型超音波プローブとしての機能を実現する上述の第１の実施の形態の構成に代えて
、内視鏡挿入部を廃止し、カプセル型をした超音波内視鏡（以下、カプセル超音波内視鏡
）７６を直接的に体腔内に挿入するものである。
【００８４】
カプセル超音波内視鏡７６は、カプセル７７内に、磁気ソース７８と、超音波振動子７９
と、剛性シャフト８０と、超小型モータ８１とを有して構成され、信号ケーブル８２を介
して直接的に内視鏡操作部１１に接続されるようになっている。なお、このような構成に
おいて、超小型モータ８１は、上述の第１の実施形態で説明した内視鏡操作部１１内のモ
ータ３３に代えて設けられるものである。
【００８５】
具体的に説明すると、図示のように、カプセル７７内において、超音波振動子７９は、剛
性のある棒状の剛性シャフト８０に接続され、この剛性シャフト８０を介して、超小型モ
ータ８１へ接続されている。超音波振動子７９は、剛性シャフト８０、超小型モータ８１
、信号ケーブル８２を経由する信号線８３を介して内視鏡操作部１１経由で超音波画像処
理部６内の超音波信号処理回路４０に接続されている。また、磁気ソース７８は、信号線
８３を介して位置方向検出部５内のコイル駆動回路３７に接続されており、このコイル駆
動回路３７からの駆動信号に基づいて空間に磁場を張るようになっている。なお、本実施
形態の磁気ソース７８は、２方向に巻かれたソレノイドコイルが一体となって構成される
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ものである。その他の構成は、上述の第１の実施形態と同様である。
【００８６】
このような実施形態では、上述の第１の実施の形態で得られる効果に加え、カプセル超音
波内視鏡７６を用いることにより、被検体１００がこのカプセルを飲みやすく負担が小さ
いという効果を奏することができる。この場合、このようなカプセル超音波内視鏡７６の
進退は、一般に、嚥下、落下、蠕動によるものであるため、術者がラジアル走査平面の方
向を操作しにくい分、被検体１００のどこを観察しているかの特定が困難となりやすいが
、補助像を用いた観察を行うことにより、このような問題点を解消することができ、超音
波画像がどの部位の走査によって得られたものであるかを術者等に容易に認識させること
ができる。
【００８７】
次に、図１７，１８は本発明の第４の実施の形態に係わり、図１７は超音波診断装置の概
略構成図、図１８はモニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を
示す説明図である。なお、本実施の形態においては、上述の第１の実施の形態と異なる点
についてのみ説明を行い、その他同様の点については説明を省略する。
【００８８】
図１７に示すように、被検体１００には、内視鏡挿入部１０に設けられた磁気ソース２１
，２２と同様に、異なる方向に巻かれたソレノイドコイルからなる複数の磁気ソース８５
が設けられている。また、本実施の形態において、超音波画像処理部６のガイド像作成回
路４１は、相対位置データ算出回路８６と、経路データ算出回路８７とを有して構成され
ている。
【００８９】
相対位置データ算出回路８６には、位置方向検出部５から、磁気ソース２１，２２に基づ
く位置方向データと、磁気ソース８５に基づく被検体位置配向データとが入力され、相対
位置データ算出回路８６は、磁気ソース８５（被検体１００）に基づく座標系に対する内
視鏡挿入部１０先端の位置と配向のデータ（相対位置配向データ）を作成する。また、経
路データ算出回路８７は、相対位置データ算出回路８６からの入力に基づいて、超音波画
像マーカ６１、１２時方向マーカ６２，軌跡マーカ６３を作成する。なお、これらの各デ
ータは、上述の第１の実施の形態と同様、超音波画像や光学像等と互いに関連づけてＨＤ
Ｄ４４内に記録される。
【００９０】
次に、ラジアル走査中の超音波ガイド像と超音波画像とをモニタ７上に同時に表示する際
の具体的な表示例について説明する。
図１８の表示例において、ガイド像は、内視鏡挿入部１０先端の経路等を示す経路情報と
、現在表示中の超音波画像の被検体１００に対する配向情報とで構成されている。
【００９１】
経路情報は、複数の超音波画像マーカ６１（図示の例では超音波画像マーカ６１ａ～６１
ｅ）と、各超音波画像マーカ６１上に付される１２時方向マーカ６２（図示の例では１２
時方向マーカ６２ａ～６２ｅ）と、各超音波画像マーカ６１を連結する軌跡マーカ６３と
で構成されている。また、配向情報は、３次元の被検体マーカを所定方向から２次元平面
上に投影した複数の被検体マーカ９０ａ、９０ｂ、９０ｃで構成され、これら各被検体マ
ーカ９０ａ、９０ｂ、９０ｃに現在表示中の超音波画像に対応する超音波画像マーカ６１
及び１２時方向マーカ６２（図示の例では超音波画像マーカ６１ｅ及び１２時方向マーカ
６２ｅ）が合成されることにより、超音波画像の被検体１００に対する位置や方向が表示
されるようになっている。そして、これら経路情報及び配向情報は、例えば図示のように
、モニタ７の中央に表示された最新の超音波画像の右側及び左側に並べて表示される。
【００９２】
このような実施の形態によれば、上述の第１の実施の形態と略同様の効果を奏することが
できる。
【００９３】
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［付記］
以上詳述したような本発明の各実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができる
。
【００９４】
（付記項１）　超音波振動子を被検体の体腔内で動かし、この動きに伴って時系列的な複
数の断層像を生成する超音波診断装置において、
前記断層像を取得時の前記超音波振動子の位置情報を検出する位置情報検出手段と、
前記位置情報検出手段により得られた位置情報と、該位置情報に対応する前記断層像とに
基づいて、前記超音波振動子の動きの経路に沿って前記各断層像の位置情報を示す補助像
を作成する補助像作成手段と、
を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【００９５】
（付記項２）　前記補助像と前記補助像に対応する断層像とを対比可能に表示させる表示
制御手段を備えたことを特徴とする付記項１記載の超音波診断装置。
【００９６】
（付記項３）　前記補助像作成手段は、前記断層像の位置及び方向を表現する板状の超音
波画像マーカを含んで前記補助像を作成することを特徴とする付記項１または付記項２記
載の超音波診断装置。
【００９７】
（付記項４）　前記表示制御手段は、前記補助像と当該補助像に対応する断層像とを同一
画面上に表示させることを特徴とする付記項２または付記項３記載の超音波診断装置。
【００９８】
（付記項５）　前記断層像と前記位置情報とを関連づけて記録する記録手段を有し、
前記補助像作成手段は、前記記録手段から読み出した前記位置情報と、該位置情報に対応
する前記断層像とに基づいて、前記各断層像の位置情報を示す補助像を作成可能であるこ
とを特徴とする付記項１乃至付記項４の何れかに記載の超音波診断装置。
【００９９】
（付記項６）　前記補助像作成手段は、異なる方向から前記各断層像の位置情報を示す複
数の補助像を作成し、
前記表示制御手段は、前記各補助像を同一画面上に対比可能に表示させることを特徴とす
る付記項２乃至付記項５の何れかに記載の超音波診断装置。
【０１００】
（付記項７）　前記補助像作成手段は、複数の前記超音波画像マーカと、当該超音波画像
マーカを順次連結して作成した前記超音波振動子の軌跡マーカとを合成して前記補助像を
作成することを特徴とする付記項３乃至付記項６の何れかに記載の超音波診断装置。
【０１０１】
（付記項８）　前記補助像作成手段は、前記超音波画像マーカ上に対応する断層像の特定
方向を規定する方向マーカを重畳することを特徴とする付記項３乃至付記項７の何れかに
記載の超音波診断装置。
【０１０２】
（付記項９）　前記断層像の表示方法の変更を指示する入力手段を有し、
前記補助像作成手段は、前記断層像の表示方法の変更に連動して前記超音波画像マーカの
表示方法が変更された補助像を作成することを特徴とする付記項１乃至付記項８の何れか
に記載の超音波診断装置。
【０１０３】
（付記項１０）　前記補助像作成手段は、前記超音波振動子の動きの経路に沿って配列さ
れた複数の前記超音波画像マーカを含んで前記補助像を作成し、複数の前記超音波画像マ
ーカのうち、対比可能に表示された前記断層像に対応する前記超音波画像マーカの表示態
様を他の前記超音波画像マーカの表示対応と異ならせることを特徴とする付記項１乃至付
記項９の何れかに記載の超音波診断装置。
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【０１０４】
（付記項１１）　前記記録手段に記録した複数の前記断層像の中から表示すべく断層像の
変更を指示する入力手段を有し、
前記補助像作成手段は、表示すべき前記断層像の変更に連動して、表示態様の異なる前記
超音波画像マーカを変更することを特徴とする付記項１０に記載の超音波診断装置。
【０１０５】
（付記項１２）　前記補助像作成手段は、前記各超音波画像マーカを作成する際の基準と
なる座標系を示すマーカを含んで前記補助像を作成することを特徴とする付記項２乃至付
記項１１に記載の超音波診断装置。
【０１０６】
（付記項１３）　前記補助像の表示方向の変更を指示する入力手段を有し、
前記補助像作成手段は、前記入力手段の指示に基づいて、前記座標系を示すマーカととも
に前記補助像の表示方向を変更することを特徴とする付記項１２に記載の超音波診断装置
。
【０１０７】
（付記項１４）　前記位置情報検出手段は、前記位置情報を被検体を基準とする座標系に
基づいて算出することを特徴とする付記項１乃至付記項１３の何れかに記載の超音波診断
装置。
【０１０８】
なお、以下に、上述の各付記項の構成によって得られる効果について説明する。
付記項１～４、及び付記項７に係る構成によれば、体腔内で動く超音波振動子を用いて時
系列的な複数の断層像（超音波画像）を生成するに際し、得られた超音波画像がどの部位
で走査されている超音波画像なのかを容易に把握することができる。
【０１０９】
従って、例えば食道から胃を経由して十二指腸を通るよう消化管に沿って内視鏡挿入部を
挿入または抜去した場合、補助像（ガイド像）の軌跡は解剖学的に消化管の形状とほぼ一
致することを利用して、術者はガイド像により内視鏡挿入部先端が体腔内のどの部分にあ
るかを明確に判別することができ、どの部位で走査されている超音波画像なのかを容易に
把握することができる。また、ガイド像を検査中に表示させることによって、被験者のど
の辺でどの程度の枚数の画像を撮像したか画像の密度がわかりやすく、画像取得の取りこ
ぼしを生じにくい。
【０１１０】
また、付記項３に係る構成によれば、超音波画像と位置データもしくは方向データとを関
連付けて記録する記録手段を設け、補助像作成手段が記録手段から超音波画像とそれに関
連付けられた位置データもしくは方向データを読み出し、読み出された位置データもしく
は方向データを基に補助像を作成するよう構成したため、記録された超音波画像がどの部
位で記録された超音波画像なのかを容易に把握することができる。
【０１１１】
また、付記項６に係る構成によれば、補助像作成手段で向きの異なる複数の補助像を作成
し、表示手段で複数の補助像を同一画面に表示するよう構成したため、現在画面に表示さ
れている超音波画像がどの部位で走査されている超音波画像なのか、または記録された超
音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのかをさらに容易に把握することができる
。
【０１１２】
また、付記項８に係る構成によれば、補助像作成手段が、超音波画像マーカの上に超音波
画像の特定の方向を示す方向マーカを重畳することで補助像を作成するよう構成したため
、現在画面に表示されている超音波画像がどの部位で走査されている超音波画像なのか、
または記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのかをさらに容易に把
握することができる。
【０１１３】
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従って、例えば、超音波画像マーカの上に超音波画像の１２時方向を示す方向マーカを重
畳して表示する構成にすることにより、術者が内視鏡操作部の動きを基にして内視鏡挿入
部先端の解剖学的な位置と超音波画像の１２時方向の解剖学的な方向とを推測する従来の
方法よりも、超音波画像と解剖学的な位置と方向との対比が正確になる。
【０１１４】
また、付記項９に係る構成によれば、超音波画像の表示方法の変更を指示する入力手段を
設け、補助像作成手段が、超音波画像の表示方法の変更に連動して超音波画像マーカの表
示方法を変更させて補助像を作成するよう構成したため、以下のような効果が得られる。
【０１１５】
第１に体腔内超音波分野では関心領域を重点的に観察するため半円表示など、表示範囲の
変更をすることがある。このとき、表示されている超音波画像の表示範囲がどの部位で走
査されている部分なのか、またはどの部位で記録された部分なのかが一層わかりやすい。
また、表示されている部分と超音波振動子がたどった軌跡との位置関係がわかりやすい。
【０１１６】
第２に体腔内超音波分野では関心領域を良好な位置で観察するため、特定の点を中心に画
像回転をすることがある。このとき、回転させた超音波画像がどの部位で走査されている
超音波画像なのか、またはどの部位で記録された超音波画像なのかが一層わかりやすい。
また、回転後の超音波画像の向きと超音波振動子がたどった軌跡との位置関係がわかりや
すい。
【０１１７】
また、付記項１０に係る構成によれば、補助像作成手段が、超音波プローブが動いた軌跡
に沿って得られた複数の超音波画像の各々の位置および方向を表現する複数の超音波画像
マーカを含む補助像を作成し、かつ、対比可能に表示される超音波画像に対応した特定の
超音波画像マーカの表示態様を、その他の超音波画像マーカの表示態様と異ならせて補助
像を作成するよう構成したため、対比可能に表示される超音波画像がどの部位で走査され
ている超音波画像なのか、またはどの部位で記録された超音波画像なのかが一層わかりや
すい。
【０１１８】
また、付記項１１に係る構成によれば、複数の超音波画像のうち、表示すべき超音波画像
の変更を指示する入力手段を設け、補助像作成手段が、表示すべき超音波画像の変更に連
動して表示態様を異ならせて表示する超音波画像マーカを複数の超音波画像マーカの中か
ら選択的に変更するよう構成したため、記録された超音波画像がどの部位で記録された超
音波画像なのかが一層わかりやすい。さらには、内視鏡挿入部の動きの軌跡に沿って、周
囲臓器や脈管がどのように繋がっているのか認識しやすい。
【０１１９】
また、付記項１２に係る構成によれば、補助像作成手段が、走査平面の位置データもしく
は方向データを算出する基準となる座標系を示す座標系マーカを含んで補助像を作成する
よう構成したため、補助像がどの角度で軌跡を観察した際の像なのかがわかりやすい。
【０１２０】
また、付記項１３に係る構成によれば、補助像の表示方向の変更を指示する入力手段を設
け、補助像作成手段が、指示により座標系マーカとともに補助像の表示方向を変更するよ
う構成したため、対比可能に表示される超音波画像がどの部位で走査されている超音波画
像なのか、または記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのかについ
て種々の角度からの見方で観察することができ、わかりやすい。たとえば、超音波画像マ
ーカ同士が重なってしまったときに特に見やすくわかりやすい。
【０１２１】
また、付記項１４に係る構成によれば、位置情報検出手段が超音波プローブの走査平面の
位置データもしくは方向データを被検体に固定された座標系に対して算出するよう構成し
たため、現在画面に表示されている超音波画像がどの部位で走査されている超音波画像な
のか、または記録された超音波画像がどの部位で記録された超音波画像なのかが、被検体
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の向きと対比しやすくわかりやすい。被検体が検査中に動く場合には、特にわかりやすく
有用である。
【０１２２】
なお、上述の各実施の形態においては、補助像と超音波画像とを同一画面に表示すること
で対比可能に表示させていたが、これはモニタ上で切り換えて表示させても、複数のモニ
タを並べて表示させてもよく、対比の方法によらない。
【０１２３】
また、上述の各実施の形態においては、超音波振動子を機械的に回転させることでラジア
ル走査を行うメカニカルラジアル走査型超音波内視鏡を用いた超音波診断装置の例につい
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、複数の超音波振動子を
環状に設けたいわゆる電子ラジアル走査型超音波内視鏡や、さらにはラジアル走査ではな
く複数の超音波振動子を内視鏡挿入部の挿入軸の方向に設けた、リニアもしくはコンベッ
クス走査型超音波内視鏡を用いて超音波診断装置を構成し、挿入軸を中心に術者が手で内
視鏡挿入部をねじらせる様に作用させてもよい。
【０１２４】
また、上述の各実施の形態においては、表示中の超音波画像マーカは他の超音波画像マー
カとは色を異ならせて構成したが、色ではなく濃度でも陰影でも形でも、他の方法で表示
態様を変更する方法でも良い。
【０１２５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、体腔内に挿入した超音波振動子を用いて生成された
現在の超音波画像や記録後の超音波画像がどの部位の走査によって得られたものであるか
を術者等に容易に認識させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係わり、超音波診断装置の概略構成図
【図２】同上、内視鏡挿入部の挿入側先端の拡大断面図
【図３】同上、超音波診断装置を被検体に使用する際の外観図
【図４】同上、位置方向データを説明するためのデータの概念図
【図５】同上、超音波ガイド像を示す説明図
【図６】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示す
説明図
【図７】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示す
説明図
【図８】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示す
説明図
【図９】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示す
説明図
【図１０】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示
す説明図
【図１１】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示
す説明図
【図１２】同上、ガイド像の変形例を示す説明図
【図１３】同上、ガイド像の変形例を示す説明図
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係わり、超音波診断装置の概略構成図
【図１５】同上、ガイド像の一例を示す説明図
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係わり、超音波プローブの概略構成図
【図１７】本発明の第４の実施の形態に係わり、超音波診断装置の概略構成図
【図１８】同上、モニタ上に超音波画像と超音波ガイド像とを表示する際の各表示例を示
す説明図
【符号の説明】
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１…超音波診断装置
４…磁気センサユニット（位置情報検出手段）
５…位置方向検出部（位置情報検出手段）
１６…超音波振動子
２１…磁気ソース（位置情報検出手段）
２２…磁気ソース（位置情報検出手段）
４０ 超音波信号処理回路
４１…ガイド像作成回路（補助像作成手段）
４２…画像混合回路（表示制御手段）
６１…超音波画像マーカ
６６…超音波画像マーカ
７８…磁気ソース（位置情報検出手段）
７９…超音波振動子
８５…磁気ソース（位置情報検出手段）
１００…被検体

【図１】 【図２】
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【図１１】

【図１２】
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